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東埼玉資源環境組合は、このたび、新和環境株式会社、株式会社アクトリー、株式会

社ナリコーの３社と「一般廃棄物の処理に関する基本協定」を締結しました。 

この基本協定は、プラント更新事業や大規模災害、焼却施設の突発的な故障等が発生

した場合においても、管内住民の生活環境の保全並びに公衆衛生の向上に支障をきたす

ことなく、迅速かつ的確に一般廃棄物の適正な処理を図ることを目的として、締結する

ものです。 

 

 

 

 １ 協定締結式    令和８年７月３日（金） 

            東埼玉資源環境組合 第一工場ごみ処理施設 

（越谷市増林三丁目２番地１） 

 

 ２ 協定締結者    東埼玉資源環境組合 

            新和環境株式会社 

            株式会社アクトリー 

            株式会社ナリコー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

問い合わせ先 

                   事務局：第一工場業務課 担当：竹内・小野 

                   電 話：０４８－９６６－０１２３ 

一般廃棄物の処理に関する基本協定を締結しました 


